
大田市告示第９６号 

 

 大田市水田園芸拠点づくり事業補助金交付要綱（令和元年大田市告示第

６２号）の一部を次のように改正する。 

 

  令和７年４月１６日 

 

                  大田市長  楫 野 弘 和 

 

 第１条中「取り組み」を「取組」に改め、「第１１５４号）」の次に

「（以下「県要綱」という。）」を加える。 

 第２条第１項中「別表第１及び別表第２」を「県要綱の別表」に改める。 

 第４条ただし書中「県の補助金交付要綱」を「県要綱」に改める。 

 別表第１及び別表第２を削る。 

 

   附 則 

 この告示は、令和７年４月１６日から施行し、令和７年４月１日から適

用する。 


